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＜運営基準（省令）＞
○ サービス毎に、以下を規定。（訪問介護の例）
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等
関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施しなければならない。

基準（ウ）

３．（２）① CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進③

【全体像】


